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４ 本方針で関連付けたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の目標とターゲット 

第２章第４節農業政策の動き「６ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に配慮した農業施策の展開」で関連付けた 

ＳＤＧｓのターゲットについては、以下の通りです。 

 

【２】飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する 

 

 ターゲット 

2.3 

2030 年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及び高付加価値化や非農業

雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者

をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させる。 

2.4 

2030 年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、

洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続 

可能な食料生産システムを確保し、強靭（レジリエント）な農業を実践する。 

2.5 

2020 年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・植物バンクなども通じて、  

種子、栽培植物、飼育・家畜化された動物及びこれらの近縁野生種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に

基づき、遺伝資源及びこれに関連する伝統的な知識へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ

衡平な配分を促進する。 

 

【３】あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

 

 ターゲット 

3.9 
2030 年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に  

減少させる。 

 

【４】すべての人々に、包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する 

 

 ターゲット 

4.3 
2030 年までに、すべての人々が男女の区別なく、手頃な価格で質の高い技術教育、職業教育及び大学を  

含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 

4.4 
2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を

備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 

4.7 

2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び

非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の

教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるように

する。 

 

【５】ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 

 

 ターゲット 

5.5 
政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な女性の参画及び平等な 

リーダーシップの機会を確保する。 

 

【８】包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある 

人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する 

 ターゲット 

8.2 
高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーション

を通じた高いレベルの経済生産性を達成する。 

8.3 
生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進すると  

ともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。 

8.5 
2030 年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある

人間らしい仕事、ならびに同一労働同一賃金を達成する。 
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【９】強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及び 

イノベーションの推進を図る 

 ターゲット 

9.1 
すべての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境

インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱（レジリエント）なインフラを開発する。 

9.4 

2030 年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通

じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。すべての国々は各国の能力に応じた 

取組を行う。 

 

【10】国内及び各国間の不平等を是正する 

  

 ターゲット 

10.2 
2030 年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりな

く、すべての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。 

 

【11】包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する 

 

 ターゲット 

11.7 
2030 年までに、女性、子ども、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や  

公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 

11.a 
各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間

の良好なつながりを支援する。 

11.b 

2020 年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ（レジリエンス）を目指す総合

的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組 2015-2030

に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。 

 

【12】持続可能な消費生産形態を確保する 

 

 ターゲット 

12.3 
2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの

生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。 

12.4 

2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や  

すべての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の  

大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 

12.5 2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 

12.8 
2030 年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する 

情報と意識を持つようにする。 

 

【13】気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

 

 ターゲット 

13.1 
すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性（レジリエンス）及び 

適応力を強化する。 

13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。 

 

 

【14】持続可能な開発のために、海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 

 

 ターゲット 

14.1 
2025 年までに、海洋堆積物や富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を 

防止し、大幅に削減する。 
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【15】陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、 

ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する 

 ターゲット 

15.1 
2020 年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と

内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。 

15.2 
2020 年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を

回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。 

15.6 
国際合意に基づき、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を推進するとともに、遺伝資源 

への適切なアクセスを推進する。 

15.8 
2020 年までに、外来種の侵入を防止するとともに、これらの種による陸域・海洋生態系への影響を大幅に  

減少させるための対策を導入し、さらに優先種の駆除または根絶を行う。 

 

 

【17】持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する 

 

 ターゲット 

17.17 
さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会の 

パートナーシップを奨励・推進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


